
専 決 処 分 書 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、昭和４６

年３月１８日議会の議決により指定された「損害賠償額の決定及び和解に関する市長

の専決処分について」に基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和２年１１月６日 

 

 

                      東大和市長 尾崎 保夫 

 

記 

                                     

１ 件名 

  庁用自動車の人身事故による損害賠償（人身損害）の額の決定及び和解について 

 

２ 和解の相手方 

  東京都立川市上砂町５丁目６０番地の１ リーベスト立川３０２ 土屋 健至 

 

３ 損害賠償額 

  ３３，６００円 

 

４ 和解の要旨 

（１）東大和市（以下「甲」という。）の東京都立川市上砂町５丁目６０番地の１リー

ベスト立川３０２ 土屋 健至（以下「乙」という。）に対する本件事故の人身損

害に係る損害賠償額は、３３，６００円とする。 

（２）人身損害に係る損害賠償額３３，６００円は、治療費として既払済の 

  １６６，８５５円の外、支払うものとする。 

（３）甲と乙の間には、本和解条項に定めるもののほか、本件に関し、なんらの債権

債務のないことを相互に確認する。 

 

 

 


